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1 施策体系

　 本計画では，「 人づく り 」「 地域づく り 」「 福祉の基盤づく り 」の３つの基本目標を柱に，基本

施策・ 施策・ 取組の体系を組みます。

福祉都市宣言

目指す福祉のまちの姿

思いやり が

あふれるまち

地域で

支え合う まち

安心・ 快適に

暮ら せるまち

【 基本目標１】

福祉のこころをはぐく む

人づく り

【 基本目標2 】

共に支え合う

地域づく り

【 基本目標3 】

安心し て暮らせる

福祉の基盤づく り
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カッ コ 数字････基本施策

丸囲み数字････施策

★･ ･ ･ ･ 重点取組

取組Ａ①共生のこ こ ろ を はぐ く む市民意識の啓発

⑴福祉のこ こ ろ の醸成

①福祉教育の推進

②福祉に関する 人材の育成

⑵福祉教育の推進と 福祉に関する 人材の育成

①地域における 活動への支援

②地域交流の場づく り への支援

⑴市民の主体的な 地域活動への支援

①生き がい づく り の支援

②地域資源と の繋がり 支援

⑵社会参画の促進

①情報提供の充実

②保健と 福祉に関する 相談機能の充実

③福祉サービ ス の質の向上

④福祉ネット ワーク の強化

⑤就業機会の確保

⑴多様な 福祉サービ ス の充実

①権利擁護の相談・ 支援の推進

②中核的な 役割を 担う 機関によ る 権利擁護の推進

③地域連携ネット ワーク の構築

④子ど も の自主的・ 自立的な 活動に向けた 支援

⑤更生に向けた 支援の充実

⑥虐待防止対策の推進

⑵権利擁護支援の充実

①身近な 移動環境や生活利便性の向上

②地域交流の場と なる 空間づく り

③公共的施設等のバリ アフ リ ーの推進

⑶快適な 生活基盤の計画的な 整備

①地域の多様なネット ワーク 機能の充実

⑶共に支え 合う 地域ネット ワーク づく り

取組Ｂ ★

取組Ｃ

取組Ｄ ★

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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2 取組の全体像と 重点取組

　 本計画では，全体で９７の取組を計上し ています。このう ち，各施策を代表的するものや効

果的なものなどの３７の取組を「 重点取組」とし て位置付け，計画的に推進し ていきます。

　 重点取組は，計画期間内における毎年度の目標を明確にし ，毎年度，推進組織で進行管

理し ，その他の取組についても各所管課において主体的に進行管理を行います。

　 計画計上は，次の考え方を基準に行っています。

　 　 ア　 分野別計画と 連携し ，包括的に展開すること が必要な事業

　 　 　 　（ 他分野と 連携・ 協働が必要な事項や課題に対する事業）

　 　 イ　 分野別計画に位置付けている事項のう ち，地域福祉の推進に向け，特に重要な事業

　 　 ウ　 その他法・ 条例で盛り 込むべきとさ れる事項のう ち，分野別計画に位置付けがな

　 　 　 い事項に対する事業

　 　 ※それぞれの分野固有の施策や目標等については，分野別計画に基づいて推進し ，分

　 　 　 野別計画の一部または全部をもって本計画の一部と みなします。
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重点取組には「 ★（ 再掲は☆）」をつけています。

福祉のこ こ ろをはぐ く む人づく り基本目標１

基本施策（ １）　 福祉のこころの醸成

施策①　 共生のこころをはぐく む市民意識の啓発

共生のこころをはぐく むプロモーショ ンＮｏ１ ★

こころのユニバーサルデザイン運動の推進Ｎｏ２ ★

障がいや障がい者への理解促進及び差別解消Ｎｏ３ ★

発達障がい理解のための普及啓発事業の推進Ｎｏ４

認知症周知啓発の実施Ｎｏ５

高校・ 大学等と の連携によるボランティ ア活動の促進Ｎｏ６

基本施策（ ２）　 福祉教育の推進と 福祉に関する人材の育成

施策①　 福祉教育の推進

宮っ子心の教育の推進Ｎｏ７ ★

★

小中学校における障がいへの理解促進事業の充実Ｎｏ８

障がい児交流事業の実施Ｎｏ９

出前福祉保健講座の充実Ｎｏ１０

すべての世代を対象とし た福祉共育の推進Ｎｏ１１

施策②　 福祉に関する人材の育成

共生のこころをはぐく むプロモーショ ン（ 再掲）Ｎｏ１ ☆

★

健康づく り 実践活動支援Ｎｏ１２

若者ボランティ ア認定制度Ｎｏ１３

ボランティ ア・ 福祉活動担い手養成講座の開催Ｎｏ１４

「 う つのみやデジタルスクエア」を通じ たデジタルリテラシーの啓発Ｎｏ１６

「 宮デジサポータ ー」によるデジタ ル知識・ 技術の伝達・ 支援Ｎｏ１５

★
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共に支え合う 地域づく り基本目標２

基本施策（ １）　 市民の主体的な地域活動への支援

施策①　 地域における活動への支援

まちづく り 活動応援事業の推進Ｎｏ１７ ★

★

まちづく りセンターにおける市民活動支援Ｎｏ１８

市民活動助成事業の促進Ｎｏ１９

基本施策（ ２）　 社会参画の促進

施策①　 生きがいづく り の支援

障がい者の文化・ スポーツ活動の充実Ｎｏ３３

生涯学習センター等の事業への参加促進Ｎｏ３４

ふれあい・ いきいきサロン事業の推進（ 再掲）Ｎｏ３２

自治会加入促進Ｎｏ２０

★ 民生委員児童委員活動等に対する支援Ｎｏ２１

施策②　 地域交流の場づく り への支援

宮っこの居場所づく り の推進Ｎｏ２８ ★

宮っこの居場所応援連絡会議による支援Ｎｏ２９

子ども・ 若者育成推進事業Ｎｏ３０

社会福祉施設における公益的な取組の推進Ｎｏ３１

★ ふれあい・ いきいきサロン事業の推進Ｎｏ３２

☆

高齢者のライフスタイルに合わせた情報提供や講座等の充実Ｎｏ３５

高齢者等地域活動支援ポイント 事業の推進Ｎｏ２２

寄附による社会貢献の推進Ｎｏ２３

★ 福祉協力員活動の充実Ｎｏ２４

地区福祉のまちづく り 計画の策定Ｎｏ２５

安心・ 安全情報キット 配付事業の推進Ｎｏ２６

★ ボランティ アセンターの充実Ｎｏ２７

「 う つのみやデジタルスクエア」を通じ たデジタルリテラシーの啓発（ 再掲）Ｎｏ１６
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安心し て暮ら せる 福祉の基盤づく り基本目標3

基本施策（ １）　 多様な福祉サービスの充実

施策①　 情報提供の充実

広報手段や公共掲示物のバリアフリーの推進Ｎｏ４５ ★

出前福祉保健講座の充実（ 再掲）Ｎｏ１０

各種福祉サービスのし おり 作成・ 配布Ｎｏ４６

障がい者などの円滑な情報取得・ 意思疎通支援Ｎｏ４７

施策②　 保健と 福祉に関する相談機能の充実

包括的相談支援事業（ 保健と 福祉の相談窓口・ 地域包括支援センター）Ｎｏ４８ ★

心配ごと・ 悩みごと 相談センタ ーの利用促進Ｎｏ４９

生活困窮者自立相談支援事業の充実Ｎｏ５０

こども 家庭センタ ーの設置Ｎｏ５１ ★

アウトリ ーチ等を通じ た継続的支援事業Ｎｏ５２ ★

市福祉サービスの苦情相談・ 解決システムの適切な運用Ｎｏ５３

基本施策（ ３）　 共に支え合う 地域ネット ワークづく り

施策①　 地域の多様なネット ワーク機能の充実

地域まちづく り 組織の連携強化の促進Ｎｏ３７

地域における見守り 体制の充実Ｎｏ３８

認知症になっても地域で安心し て暮らせる環境の整備Ｎｏ３９ ★

コミュニティ ワーカーの育成支援Ｎｏ４０ ★

（ 仮称）支え合い協議会の設置Ｎｏ４１ ★

地域における支え合いの推進Ｎｏ４２

災害時要援護者支援事業の推進Ｎｏ４３

災害ボランティ アセンターの運営と 地域の防災力アッ プへの支援Ｎｏ４４

施策②　 地域資源と の繋がり 支援

参加支援事業Ｎｏ３６ ★
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施策③　 福祉サービスの質の向上

福祉施設における指導・ 監督の充実Ｎｏ５４

★ 宮っ子ステーショ ン事業の推進Ｎｏ５５

施策④　 福祉ネット ワークの強化

★ 多機関協働事業Ｎｏ５６

★ ヤングケアラー対策の推進Ｎｏ５７

学校・ 地域・ 関係機関等の連携強化Ｎｏ５８

★ 不登校児童生徒の個々の状況に応じ た支援の充実Ｎｏ５９

★ つながりサポート 女性支援事業Ｎｏ６０

障がい者自立支援協議会の運営Ｎｏ６１

在宅医療・ 介護連携の推進Ｎｏ６２

自殺予防・ こころの健康づく り 対策Ｎｏ６３

医療・ 健康福祉分野と 産業界と の連携促進Ｎｏ６４

基本施策（ ２）　 権利擁護支援の充実

施策①　 権利擁護の相談・ 支援の推進

施策⑤　 就業機会の確保

生活困窮者等への就労支援事業の充実Ｎｏ６５

高齢者に対する就業支援Ｎｏ６６

障がい者の就労支援の充実Ｎｏ６７ ★

「 成年後見制度利用支援事業」の効果的な運用Ｎｏ６９ ★

任意後見制度の利用開始の支援Ｎｏ７０

支援者の育成Ｎｏ７１

成年後見人等の人材の確保Ｎｏ７２

「 日常生活自立支援事業（ あすてらす）」の利用推進・ 効果的な実施体制の整備Ｎｏ７３

ひとり 親家庭等への支援の充実Ｎｏ６８
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基本施策（ ３）　 快適な生活基盤の計画的な整備

施策①　 身近な移動環境や生活利便性の向上

誰も が利用し やすい公共交通ネット ワークの構築Ｎｏ８４ ★

民間賃貸住宅の空き家を活用した新たな住宅セーフティ ネット の構築Ｎｏ８５ ★

施策②　 地域交流の場となる空間づく り

人中心の居心地が良い空間づく りＮｏ８８

地域交流を育む都市公園づく りＮｏ８９

高齢者向け賃貸住宅供給の推進Ｎｏ８６

都市拠点・ 地域拠点等への居住や生活利便施設の集積促進Ｎｏ８７

施策②　 中核的な役割を担う 機関による権利擁護の推進

中核機関の設置・ 運営Ｎｏ７４ ★

相談機関への専門的助言Ｎｏ７５

施策③　 地域連携ネット ワークの構築

関係機関の協働による地域連携ネット ワークの構築Ｎｏ７８ ★

施策④　 子どもの自主的・ 自立的な活動に向けた支援

ヤングケアラー対策の推進（ 再掲）Ｎｏ５７ ☆

不登校児童生徒の個々の状況に応じ た支援の充実（ 再掲）Ｎｏ５９ ☆

生活困窮世帯等への学習支援Ｎｏ８０

成年後見人等を含めた「 チーム」による見守り 等の推進Ｎｏ７９

施策⑤　 更生に向けた支援の充実

社会を明るく する運動Ｎｏ８１ ★

施策⑥　 虐待防止対策の推進

虐待・ ＤＶ 防止対策の強化Ｎｏ８３ ★

更生保護に係る自立支援関連事業の充実Ｎｏ８２

日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行Ｎｏ７６

広報・ 啓発活動の推進Ｎｏ７７
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施策③　 公共的施設等のバリアフリ ーの推進

市営住宅のバリアフリーの推進Ｎｏ９０

一般住宅のバリアフリーの推進Ｎｏ９１

市有施設のバリアフリーの推進Ｎｏ９２

★ 公共的施設のバリアフリ ーの推進Ｎｏ９３

道路のバリアフリ ーの推進Ｎｏ９４

★ ＬＲＴ やバスなど公共交通機関のバリアフリ ーの推進Ｎｏ９５

公園のバリアフリ ーの推進Ｎｏ９６

障がい者用駐車スペースの適正利用の促進Ｎｏ９７
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3 基本目標ご と の取組

※子育て支援，手話，福祉施設慰問などの社会福祉活動，健康づく り 活動などの保健活動，

交通安全など地域づく り 活動など（ 令和３年度市民アンケート 調査結果）

【 指標の考え方】

　 思いやり や，やさし さ がはぐく まれ，「 お互いさま」の気持ちを持ち，福祉や地域の「 助け合

い」，「 支え合い」に関心を持っている状態を表し ています。　

【 目指す姿】思いやり があふれるまち

【 基本目標１ 】　 福祉のこ こ ろをはぐく む人づく り

相互理解

やさしさ ，思いやり

あいさ つ，ちょっとし た声掛け，

手助け，おもてなし

地域活動への

主体的な参加

成 果 指 標

指　 　 標
現状値

（ Ｒ３実績）

目標値

（ Ｒ９）

（ 参考値※）

３３．７％ ５０．０％

身近な地域活動に

参加意欲のある市民の割合



施策体系と 取組第4 章

6 2

基本施策（ １ ）　 福祉のこころの醸成　

　 誰も が日常生活の中で手助け・ 見守り・ 声かけなどを自然に行えるよう ，様々な啓発活動

の推進や交流活動の促進を図り ，相互理解を深めながら，やさしさ や思いやり のこころを育

みます。

　「 地域共生社会」に関する意識や関心を高めるとともに，誰も が支え合う 大切さを考え，福

祉を意識する心の醸成につながるよう 周知・ 啓発を図ります。

地域共生社会の実現に向けて，誰も が地域社会の一員とし てその地域と 関わり 合いなが

ら支え手と なれるよう ，共生のこころをはぐく む人づく り の推進に取り 組みます。

１  施策の展開

施策①　 共生のこ こ ろを はぐ く む市民意識の啓発

取組内容

Ｎｏ

１
★

取組名 所管

共生のこころをはぐく むプロモーショ ン 保健福祉総務課

取組内容

新規

高齢者・ 障がい者・ 妊産婦等に対する日常生活の中での声かけや支援など，市民のやさ

し さ や思いやり の気持ちを一層はぐく み広めていく「 ここ ろのユニバーサルデザイン運

動」を推進するため，障がい者シンボルマーク の周知，ポスタ ーコンクールなどの啓発事

業を実施するとともに，おもいやり 駐車スペース利用証の交付を行います。

２ ★

こころのユニバーサルデザイン運動の推進 保健福祉総務課

★（ 再掲は☆）…重点取組
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福祉活動に対するZ 世代の興味や関心を高めるため、学校のカリ キュラ ム等への活動の

組み入れなど，学生によるボランティ ア活動へのきっかけづく り を促進するとと も に，高

校、大学等と の連携を行います。

6

高校・ 大学等と の連携によるボランティ ア活動の促進 市社会福祉協議会

新規

障がいや障がい者への理解促進に向け，合理的配慮を促進するための動画の作成や放

映などをするほか，当事者からの相談に対応し ，差別解消の促進を図ります。

Ｎｏ

3 ★

取組名 所管

障がいや障がい者への理解促進及び差別解消 障がい福祉課

認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心し て暮らし 続けること ができるよう ，市

民一人ひとり が認知症に対する理解を深めるための周知啓発事業に取り 組みます。

5

認知症周知啓発の実施 高齢福祉課

取組内容

「 発達障がい」についての正し い理解を促進するため，発達障がい啓発週間に併せたイベ

ント の開催，ホームページや広報紙への掲載，リ ーフレット の作成・ 配布，出前講座や講演

会の開催（ 同じ 障がいのある子の保護者を講師とし た啓発活動の実施）を推進します。

4

発達障がい理解のための普及啓発事業の推進 子ども 発達センタ ー

★（ 再掲は☆）…重点取組
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基本施策（ ２ ）　 福祉教育の推進と 福祉に関する人材の育成

●誰も がやさし さ や思いやり ，互いを尊重する気持ちを育めるよう ，学校教育や地域でここ

　 ろを育む福祉教育を推進します。

●地域での助け合いや支え合いを推進できるよう ，様々な福祉ニーズに対応する多種多様

　 な福祉分野に関する人材の発掘と 育成，資質の向上を図ります。

　 福祉のこころを醸成し ，福祉を日常の行為と 捉え，自発的に福祉活動に参加する人を育む

ため，幼少期から，障がい者や高齢者等と 自然に交流する機会を持つなど，学校や地域にお

いて適切な福祉教育を推進します。

１  施策の展開

施策①　 福祉教育の推進

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

児童生徒に，目標に挑戦し ，あきらめずに粘り 強く 取り 組むたく まし さ や，思いやり などの

豊かな心を育むため，各学校において，「 特別の教科　 道徳」（ 道徳科）の充実を図るとと

も に，学校行事や児童会・ 生徒会活動などの様々な教育活動を有機的に結び付けなが

ら ，小中学校９年間の系統的な指導や，地域や社会の教育力を生かし た体験活動の充実

など，「 宮っ子心の教育」の一層の充実に取り 組みます。

7 ★

宮っ子心の教育の推進 学校教育課

★（ 再掲は☆）…重点取組
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障がいの理解等を通じ て相互理解を深め，市民がお互いに支え合い助け合う 思いやり の

心を育むため，出前福祉共育講座を開催します。

1 1

すべての世代を対象とし た福祉共育の推進 市社会福祉協議会

拡充

小中学校において，障がいへの理解を深め，日常生活の中で声掛けや手助けを自然に行

う など，福祉のこころを育むこと ができるよう ，盲導犬ふれあい教室を実施するとともに，

合理的配慮を推進し ていく こと ができるよう 啓発を行う など，小中学校における障がい

への理解促進事業の充実を図ります。

Ｎｏ

8

★

取組名 所管

小中学校における障がいへの理解促進事業の充実 障がい福祉課

通園施設・ 保育園等におけるカリ キュラムや日常的な療育・ 保育の中で，障がいのある児

童と ない児童と の交流を通し ，障がいへの理解を深め，地域におけるノ ーマライゼーショ

ンを推進します。

9

障がい児交流事業の実施 子ども 発達センタ ー

保健福祉サービスを適切に利用すること ができるよう ，保健福祉分野のサービスや知っ

て役に立つ情報などを周知するため，市職員が直接地域に出向いて，内容をわかり やす

く 説明する出前保健福祉講座を実施します。

1 0

出前福祉保健講座の充実 保健福祉総務課

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組
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　 福祉に関する教育の充実に努め，福祉のまちづく りを担う 人材を育成するとともに，福祉

活動に関心を持つ人を発掘し ，実際の活動に携われるよう 誘導します。

施策②　 福祉に関する 人材の育成

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

地域共生社会の実現に向けて，誰も が地域社会の一員とし てその地域と 関わり 合いなが

ら支え手と なれるよう ，共生のこころをはぐく む人づく り の推進に取り 組みます。

1 ☆

共生のこころをはぐく むプロモーショ ン（ 再掲） 保健福祉総務課

「 健康う つのみや２１」を推進し ，市民一人ひとり が主体的に健康づく り に取り 組むこと が

できるよう ，家庭，学校，地域，企業，行政が一体と なり ，地域の核と なる人材の育成及び

健康づく り 推進体制を整備し ，地域における健康づく り 活動の充実を図ります。

1 2

健康づく り 実践活動支援 健康増進課

★（ 再掲は☆）…重点取組

若い世代による自主的かつ継続的なボランティ ア活動の促進や，将来的な地域活動の担

い手育成を図るため，まちづく り センタ ーと 大学が連携し ，一定数の活動を行った学生を

「 みやのまち活担い隊」とし て認定する「 若者ボランティ ア認定制度」を創設します。

1 3

若者ボランティ ア認定制度 みんなでまちづく り 課

新規
★

福祉のまちづく り の実践者や関心層など，地域福祉活動の担い手と なる全世代のボラン

ティ アを育むため，地域団体やボランティ ア団体・ ＮＰＯ 等と 連携し た養成講座に取り 組み

ます。

1 4
ボランティ ア・ 福祉活動担い手養成講座の開催 市社会福祉協議会

拡充

重層
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Ｎｏ

★ デジタ ル機器を活用できる技術の格差を緩和するため，スマート フォンの基礎的な操作

方法などについて身の回り の高齢者等に対し て教えること ができる「 宮デジサポータ ー」

を養成し ，日常生活や所属する地域団体の普段の活動の中で，高齢者などに対し て，ス

マート フォンに関する正し い知識や技術の伝達，支援などに取り 組みます。

1 5

「 宮デジサポータ ー」によるデジタ ル知識・ 技術の伝達・ 支援
スーパースマート シティ

推進室

新規

重層

地域活動団体等のデジタ ルへの興味・ 関心を高めるとと も に，デジタ ルの活用に向けて

一歩踏み出せる場，デジタル化に係る交流を生み出す場である「 う つのみやデジタルスク

エア」（ W EBサイト ）の運営やセミ ナーの開催，対面支援に取り 組みます。

1 6

「 う つのみやデジタルスクエア」を通じ たデジタルリテラシー（ ※５）

の啓発

スーパースマート シティ

推進室

新規

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

※５　 デジタルリテラシー： インターネット 等の情報通信技術，パソコンやスマート フォンなどのデジタル端末やアプリ等について理解

し ，それらを活用する能力のこと
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定量的指標

Ｎｏ２

２  評価指標

基本施策（ １）　 福祉のこころの醸成

定性的指標

基本施策（ １）　 福祉のこころの醸成

重点取組名 指標
現状値

２０２１年度

目標値

２０２７年度

こころのユニバーサル

デザイン運動の推進

障がい者シンボルマーク等の

認知度
４５．８％ ５９．０％

Ｎｏ１１
すべての世代を対象と

し た福祉共育の推進
出前福祉共育講座の実施回数 ２６回 １２０回

Ｎｏ１５

「 宮デジサポータ ー」に

よるデジタル知識・ 技術

の伝達・ 支援

宮デジサポーターの養成人数 ―
１２０人

（ 累計）

Ｎｏ１ 共生のこころをはぐく むプロモーショ ン

基本施策（ ２）　 福祉教育の推進と 福祉に関する人材の育成

Ｎｏ１３ 若者ボランティ ア認定制度

Ｎｏ３ 障がいや障がい者への理解促進及び差別解消

Ｎｏ７

基本施策（ ２）　 福祉教育の推進と 福祉に関する人材の育成

重点取組名 指標
現状値

２０２１年度

目標値

２０２７年度

宮っ子心の教育の推進 ９３．９％ ９５．０％

「 学習と 生活についてのアンケー

ト 」（ 市内児童・ 生徒対象）におけ

る設問「 誰に対し ても ，思いやり

の心を持って接し ている」と 回答

した中３生徒の割合
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市民

３  期待さ れる 主な役割

地域

地域団体・ 民間事業者

公共

市 市社会福祉協議会 関係機関等

♡ 日ごろから地域でのあいさ つや声掛けを積極的に行います。

♡ 高齢や障がいなど，個人の多様な特性を良く 理解し ，自分ができる範囲

　 のちょっとし た「 手助け」を実践します。

♡ たく さ んの方が集まるイベント や地域の交流事業などへの参加を通じ ，

　 福祉や地域への理解を広げ，地域の人と つながりを持ちます。

♡ＳＮＳや講座，イベント 等，様々な媒体，機会を通し て，福祉への関心と 理  

　 解を深め，思いやり のこころをはぐく みます。

♡ 地域や企業等と 連携し ながら ，福祉の関心が高い人を発掘し ，地域の核

　 となる人材を育成します。

♡ 地域団体の活動を積極的にＰＲします。

♡ ボランティ ア活動，地域福祉活動の良さを発信します。

♡ 活動を通じ て，福祉への理解や関心を高めます。

♡ たく さ んの人が集まる場を持つ際は，障がい者等のシンボルマークや啓

　 発週間ポスタ ーなどを掲示し て，市民の理解を広げます。

♡ 福祉共育により ，福祉への理解，相互理解を促進します。

♡ 地域と 連携し ，地域福祉の担い手となるボランティ アを養成します。

♡ 専門職の技術向上に資する様々な研修制度を積極的に活用します。

♡ 地域福祉の担い手に対し て，（ 福祉）事業者が有する専門的な知識や情

　 報を積極的に提供・ 還元します。
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【 指標の考え方】

　 地域の中で活動する様々な団体や個人，事業者及び行政のネット ワークにより ，共に支え

合う 体制が整備さ れ，誰もが地域と つながるきっかけができている状態を表し ています。

《 参考》地域における主な居場所の設置状況（ Ｒ３年度）

　 　 宮っこ の居場所：２３か所

　 　 認知症サロン（ オレンジサロン）：３か所

　 　 ふれあい・ いきいきサロン：３０６か所

【 目指す姿】地域で支え合う まち

【 基本目標２ 】　 共に支え合う 地域づく り

困り ごと

悩み事

地域で把握

地域の様々な主体や

行政等と 連携し た支援

誰も が気軽に

交流できる場

地域で誰も が

つながり 支え合う 関係

成 果 指 標

指　 　 標
現状値

（ Ｒ３）

目標値

（ Ｒ９）

６９，９５８人 １００，０００人
地域における居場所への

参加者延べ人数
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基本施策（ １ ）　 市民の主体的な地域活動への支援

　 誰も が地域福祉の担い手とし ての役割を意識し ながら，自発的な活動や地域組織の活動

を継続的に行えるよう 支援の充実を図り ，地域が一体と なった地域福祉活動をより 一層促

進します。

　 地域福祉活動への住民参加をより 一層促進するため，活動に関する情報提供や活動場所

の確保，参加のきっかけづく り などの取組を推進し ，市民が気軽に地域活動に参加できる機

会の充実を図ります。

１  施策の展開

施策①　 地域における 活動への支援

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

市民，ＮＰＯ ，企業等が容易にまちづく り 活動情報を発信・ 入手でき，まちづく り 活動に参

加し やすい仕組みを構築し ，活動参加の「 きっかけ作り 」と 活動継続の「 励み」を創出する

こと により ，まちづく り 活動への参加者の増加や，活動団体の「 活力向上」を図ります。

1 7

まちづく り 活動応援事業の推進 みんなでまちづく り 課

重層 ★

地域活動団体や非営利活動団体，企業，行政が適切な役割分担のもと ，それぞれの特性

や能力を発揮し 合い，安全安心なまちづく り など公共的課題の解決に主体的・ 自立的に

取り 組む社会をつく るため，各主体の連携体制の構築やボランティ ア団体・ ＮＰＯ 法人等

の組織基盤強化など多様な支援を行います。

1 8

まちづく り センタ ーにおける市民活動支援 みんなでまちづく り 課

重層

地域活動団体等のデジタ ルへの興味・ 関心を高めるとと も に，デジタ ルの活用に向けて

一歩踏み出せる場，デジタル化に係る交流を生み出す場である「 う つのみやデジタルスク

エア」（ W EBサイト ）の運営やセミ ナーの開催，対面支援に取り 組みます。

1 6

「 う つのみやデジタルスクエア」を通じ たデジタルリテラシーの

啓発（ 再掲）

スーパースマート シティ

推進室

新規
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Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

市民による自主的で公益的な活動を行っている団体に対し て，事業費の一部を助成する

こと により ，団体の自立及び活発化の促進を図り ，市民主体のまちづく りを推進します。

１９

市民活動助成事業の促進 みんなでまちづく り 課

社会福祉のためにと の趣旨をもって寄附さ れた寄附金を基金とし て積み立て，高齢者，障

がい者，子ども 等の福祉の増進を図る事業の実施に必要な財源の一部に充当します。

2 3

寄附による社会貢献の推進 保健福祉総務課

★ 日常生活を共に支えあい，安全安心な暮らし を確保するため，自治会の活性化を支援し ，

地域コミ ュニティ の醸成，地域の絆づく りを図ります。

2 0

自治会加入促進 みんなでまちづく り 課

拡充

★ 誰も が住み慣れた地域や家庭で安心し て暮らし 続けること ができるよう ，身近な地域で

暮らす住民同士が，日常生活の中で見守り や声かけ活動などを行う 福祉協力員活動の充

実・ 強化を図ります。

2 4

福祉協力員活動の充実 市社会福祉協議会

拡充

★ 民生委員児童委員活動を遂行するために必要な知識及び技術の習得や民生委員児童委

員協議会の地域福祉活動事業の支援を行います。

2 1

民生委員児童委員活動等に対する支援 保健福祉総務課

重層

重層

高齢者が充実し た高齢期を送ること ができるよう ，また，まちの担い手とし て活躍できる

よう ，高齢者等が取り 組む「 地域貢献活動」や「 健康づく り 活動」に対し ポイント を付与し ，

貯めたポイント を介護保険料の納付や活動奨励物品などの交換，ボランティ ア団体等へ

の寄附に充てること により ，高齢者等の社会活動への参加を促進します。

2 2

高齢者等地域活動支援ポイント 事業の推進 高齢福祉課
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Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

地域の地域生活課題の解決を図るため，住民が主体と なり ，地区の実情に沿った地域福

祉推進の指針となる，地区ごと の「 福祉のまちづく り 計画」の策定を支援します。

地区福祉のまちづく り 計画の策定 市社会福祉協議会

★

生活に不安を抱える方の救急時の早期対応を図るため，本人の情報が確認できるキット

（ 安心・ 安全情報キット ）を，希望する在宅の高齢者や障がい者などに配付するとと もに，

近隣の見守り ネット ワークの構築を図ります。

2 6

安心・ 安全情報キット 配付事業の推進 市社会福祉協議会

2 5

拡充

市民が気軽にボランティ ア活動等に参加できるよう ，ボランティ アの相談・ 登録やマッ チ

ングのほか，養成講座の開催や交流の場づく り など，市民の自発的な活動の支援を行い

ます。また，災害時における災害ボランティ アセンタ ーの迅速な設置や円滑な運営を図る

ために災害ボランティ アの養成を充実さ せるなど，総合的なボランティ ア支援体制を推進

します。

ボランティ アセンタ ーの充実 市社会福祉協議会

2 7

重層
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社会福祉法の改正により 平成２８年４月から「 地域における公益的な取組」が社会福祉法

人の責務とさ れた中，法人による社会福祉施設における地域交流スペース等を活用し た

各種取組を促進します。

社会福祉施設における公益的な取組の推進 保健福祉総務課

★

3 1

高齢者や障がい者，子ども などが身近な場所に気軽に集える機会を提供し ，ふれあいを

通し て仲間づく り や生きがいづく り の輪を広げ，また，参加者の悩みや不安の解消を図

り ，安心し て暮らし 続けること ができるよう ，支えあい助けあう 地域社会の構築を推進し

ます。

ふれあい・ いきいきサロン事業の推進 市社会福祉協議会

3 2

拡充

重層

　 子どもから高齢者，障がい者，外国人などが身近な場所に気軽に集い，生きがいづく り ，健

康づく り ，仲間づく り 活動のほか，生活上の困りごとを相談し ，助け合える関係を築く など，自

主的・ 主体的な地域活動を展開するきっかけを提供できるよう ，交流の場づく りを支援します。

施策②　 地域交流の場づく り への支援

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

子ども が気軽に立ち寄り ，かつ自由に集まること ができ，自主的な活動や交流の機会が

得られる場を提供するとと も に，支援が必要な子育て家庭の孤立化を防ぐこと ができる

よう ，子どもを見守り ながら 支援を必要と する子育て家庭を早期に把握し ，個々の状況に

応じ た支援を行う 宮っこ の居場所づく り に取り 組みます。

2 8

宮っこ の居場所づく り の推進 子ども 未来課

新規
★

行政や企業，団体等が相互に連携・ 協力し ，地域で子育て家庭を支援し たい市民や事業

者（ 居場所支援者）からの金銭や物品等の寄附などを，支援を必要とする居場所へ適切に

コ ーディ ネート する取組を実施します。

2 9

宮っこ の居場所応援連絡会議による支援 子ども 未来課

新規

不登校の子どもやひきこもり 等，生きづらさを抱える若者等が，様々な人と の出会いや活

動により ，自分の個性を生かし ，前向きな気持ちで生活できるよう 体験活動を提供に取り

組みます。

3 0

子ども・ 若者育成推進事業 市社会福祉協議会

新規
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基本施策（ ２ ）　 社会参画の促進

　 誰も が生きがいを持ち，こころ豊かな生活を送るためには，社会と 関わりを持ち，社会の

一員とし て参画し ていると いう 認識を持つこと が大切であること から，生涯学習やスポーツ

活動など，様々な交流の機会を確保するとともに，誰も が地域資源と つながりを持てるよう

支援を行います。

　 市民の学習意欲や芸術・ 文化・ スポーツ活動などは多様化し てきており ，特に，高齢者や

障がい者にとって活動の機会を確保すること は，社会参画の促進にもつながること から，各

種講座の開催や情報提供など，市民の生きがいづく り のための支援を行います。

１  施策の展開

施策①　 生き がい づく り の支援

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

障がい者の社会参加を促進し ，障がい者の福祉の増進に寄与するため，教養，文化及び

スポーツに関する各種講座を開催するほか，市内の障がい者を対象とし たスポーツ大会

や文化祭を開催し ，障がい者の健康増進や文化活動の発表を通し た相互交流を図り ，社

会参加を促進します。

3 3

障がい者の文化・ スポーツ活動の充実 障がい福祉課

☆
高齢者や障がい者，子ども などが身近な場所に気軽に集える機会を提供し ，ふれあいを

通し て仲間づく り や生きがいづく り の輪を広げ，また，参加者の悩みや不安の解消を図

り ，安心し て暮らし 続けること ができるよう ，支えあい助けあう 地域社会の構築を推進し

ます。

ふれあい・ いきいきサロン事業の推進（ 再掲） 市社会福祉協議会

3 2
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Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

市民一人ひとり が，学びを通し て人と つながり ，豊かな人生を送ること ができるよう ，多様

な学びの機会や場を提供することにより ，事業への参加を促進します。

生涯学習センタ ー等の事業への参加促進 生涯学習課

3 4

豊富な知識や経験をもったシニア世代が，本市の進めるまちづく り や地域福祉の展開に

おいて一層活躍できるよう ，また，第２の人生を健康でいきいきと 暮らすこと ができるよ

う ，総合相談や各種企画事業を実施するとと もに，情報提供や啓発活動を推進し ，ライフ

スタイルの多様化に対応し た支援を実施します。

高齢者のライフスタイルに合わせた情報提供や講座等の充実 高齢福祉課

3 5

　 誰も が気軽に交流できる場は，人と 人，人と 地域が繋がるきっかけと なること から ，市民

が，個人や世帯の状況・ ニーズ等に応じ て，地域の様々な交流の場に気軽に参加できるよう

支援を行います。

施策②　 地域資源と の繋がり 支援

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

地域社会と の繋がり づく り に向け，個人の状況やニーズ等に応じ ，福祉協力員や民生委

員などの地域福祉の担い手が地域資源と のマッチングを支援します。

参加支援事業 保健福祉総務課3 6

新規

重層

★
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基本施策（ ３ ）　 共に支え合う 地域ネット ワーク づく り

　 地域で活動する個人や団体，事業者がそれぞれの強みを活かし て連携・ 協力し ，地域の生

活課題・ 福祉課題や災害時への対応に向けた幅広い活動を展開できるよう ，地域住民が共

に支え合う 地域づく りを推進します。

　 複雑・ 多様化する地域の生活課題・ 福祉課題や頻発する災害に対し て，迅速かつ的確・ 効

果的に対応するため，地域団体や住民，事業者や行政が連携し ，効果的な福祉サービスが

地域で横断的に展開さ れるよう ，ネット ワーク体制や機能の更なる充実を図ります。

１  施策の展開

施策①　 地域の多様なネット ワーク 機能の充実

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

各地区におけるまちづく り 活動の各種団体の活力維持を図るため，協働の地域づく り 支

援事業補助金等により ，各種団体の円滑な連携・ 協力を図る取組を支援します。

3 7

地域まちづく り 組織の連携強化の促進 みんなでまちづく り 課

ひとり 暮らし 高齢者等安心ネット ワーク 事業によるひとり 暮らし 高齢者に対する安否確認

や，地域における高齢者の孤独・ 孤立を防止するための多様な見守り 活動を実施します。

3 8

地域における見守り 体制の充実
高齢福祉課

保健福祉総務課
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Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

はいかい行動が顕著と なった認知症の方やその家族を地域で支える体制を構築するた

め，地域住民における温かな見守り やはいかい時の捜索への協力などの支え合いを充実

するほか，認知症が原因で生じ る事故等の損害を補償する保険制度を実施します。

認知症になっても 地域で安心し て暮らせる環境の整備 高齢福祉課

第２層協議体（ ※７ ）等を通じ て，子ども から 高齢者，障がい者，外国人などに関する地域

の課題を把握し ，支え合い活動の推進を図ります。

地域における支え合いの推進
保健福祉総務課

高齢福祉課

3 9

新規

4 2

新規

重層

★

地域における多様な関係機関・ 団体や行政機関等と 連携・ 協働し ，ネット ワーク づく り を

推進すること により ，新たな福祉活動やサービスの充実強化を図れるよう ，必要なコミ ュ

ニティ ワーカーの確保や育成に向けた支援を行います。

コミ ュニティ ワーカー（ ※６）の育成支援 保健福祉総務課
4 0

拡充

重層

★

高齢者や障がい者など災害発生時に支援を必要とする要援護者に対し ，日頃からの声か

け・ 見守り 活動を行う とともに，災害発生時に迅速かつ的確に避難誘導等を行えるよう ，

地域における支援体制の整備を推進します。

災害時要援護者支援事業の推進 保健福祉総務課

4 3

災害時における迅速な対応に向けた体制整備ため，「 福祉防災訓練」などの取組を行い

ます。

災害ボランティ アセンタ ーの運営と 地域の防災力アップへの支援 市社会福祉協議会

4 4

関係機関と 連携し ながら ，市全域に共通の課題について，支え合いの取組の実施や，支

援策を検討する協議会の設置を検討します。

（ 仮称）支え合い協議会の設置 保健福祉総務課4 1

新規

重層

★

※６　 コミュニティ ワーカー： 地域の生活・ 福祉問題について，住民が主体的に問題を明確化し ，地域福祉活動につなげること ができ

るよう ，関係機関・ 団体・ 施設などの連携・ 協働体制の構築やボランティ アの育成支援，様々な地域福祉事業の運営支援など，地域福

祉のコーディ ネート 役を担う 専門職

※７　 第２層協議体： 高齢者に対する生活支援等サービスの体制整備に向けて，地域の実情に応じ て，地域包括支援センターをはじ

め，地区連合自治会や地区社会福祉協議会，民生委員・ 児童委員協議会など，地域の多様な主体が参画し ，情報の共有を行う ととも

に，連携を強化することにより ，資源開発（ 地域における支え合いの体制づく り ）について検討している
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定量的指標

Ｎｏ１７

２  評価指標

基本施策（ １）　 市民の主体的な地域活動への支援

重点取組名 指標
現状値

２０２１年度

目標値

２０２７年度

まちづく り 活動応援

事業の推進

まちづく り 活動応援事業への

登録者数
１，８１６人 １１，０００人

Ｎｏ３２

基本施策（ ２）　 社会参画の促進

重点取組名 指標
現状値

２０２１年度

目標値

２０２７年度

ふれあい・ いきいき

サロン事業の推進（ 再掲）

ふれあい・ いきいきサロン

設置か所数
３０６か所 ３６０か所

Ｎｏ３９

基本施策（ ３）　 共に支え合う 地域ネット ワークづく り

重点取組名 指標
現状値

２０２１年度

目標値

２０２７年度

認知症になっても地域

で安心し て暮らせる環

境の整備

見守り グッ ズ利用数 ―
２，０００人

（ 累計）

Ｎｏ２７
ボランティ アセンター

の充実

ボランティ アセンター

登録団体数
３５９団体 ３６２団体

Ｎｏ３２
ふれあい・ いきいき

サロン事業の推進

ふれあい・ いきいきサロン

設置か所数
３０６か所 ３６０か所

Ｎｏ２８
宮っこの居場所づく り

の推進
宮っこの居場所の開設数 ２３か所 ５６か所

Ｎｏ２０ 自治会加入促進 自治会加入世帯数 １４８，３７０世帯 １５０，０００世帯

Ｎｏ２４ 福祉協力員活動の充実 福祉協力員の委嘱人数 ２，５１６人 ２，５８２人
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定性的指標

基本施策（ １）　 市民の主体的な地域活動への支援

Ｎｏ２１ 民生委員児童委員活動等に対する支援

基本施策（ ２）　 社会参画の促進

Ｎｏ３６ 参加支援事業

基本施策（ ３）　 共に支え合う 地域ネット ワークづく り

Ｎｏ４０ コミュニティ ワーカーの育成支援

Ｎｏ４１ （ 仮称）支え合い協議会の設置
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３  期待さ れる 主な役割

♡ 地域の活動に関心を持ち，情報収集を行います。

♡ まずは参加し やすい地域活動から 参加し ，少し ずつ参加を広げ，活動の  

　 主体を目指します。

♡ 家族や友人に声をかけ，参加の輪を広げます。

♡ 地域活動促進に向けた支援と ，ボランティ ア活動など，地域の活動に参

　 加・ 継続し やすい仕組みづく りに取り 組みます。

♡ 地域や企業等と 連携し ，気軽に交流できる「 身近な居場所」を増やすため

　 の支援を行います。

♡ 災害時に支援が必要な人が迅速かつ的確に避難できるよう ，地域にお

　 ける避難体制を整備します。

♡ 地域の誰もが交流できる場をつく り ，参加を呼びかけます。

♡ ライフスタイルに応じ た活動参加方法を検討します。

♡（ 民間事業者等）地域や市，宇都宮市社会福祉協議会などの地域福祉活

　 動に積極的に参画・ 協働します。

♡ 地域福祉活動の一層の推進に向け，コミュニティワークの充実を図ります。

♡ 誰も が気軽に交流できる機会を提供し ，ふれあいや生きがいの輪を広げ

　 ます。

♡ ボランティ アに気軽に取り 組めるよう ボランティ アセンタ ーの充実に取

り 組むほか，地域住民同士の見守りや声かけが行われるよう 支援します。

♡ 災害時に迅速に対応するため，地域の防災力アッ プに向けた支援を行い

　 ます。

♡ ボランティ ア団体やＮＰＯ などの活動の機会を拡充するため，活動の依

　 頼など行います。

♡ 地域の福祉活動の担い手であるボランティ ア団体やＮＰＯ などと 積極的

　 な連携協力を図ります。

♡ 専門性を生かし て，地域の活動に助言や支援を行います。
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【 指標の考え方】

　 分野横断的な相談支援体制が整備さ れ，すべての市民が，必要な福祉サービスにつな

がっている（ 見守り 支援など，伴走型支援（ ※８）を含む）状態を表し ています。

　《 参考》地域包括支援センタ ー，子育て世代包括支援センタ ー，保健と 福祉の相談窓口に

　 　 　 　 おける相談件数　Ｒ３年度：２２，２０５件

【 目指す姿】安心・ 快適に暮らせるまち

【 基本目標３ 】　 安心し て暮ら せる 福祉の基盤づく り

困り ごと

交流できる空間

バリ アフリ ー

公共交通機関
複雑化・ 複合化

し た課題

共生型の相談窓口

権利擁護成年後見相談窓口

多機関による支援

多様な福祉サービス

成 果 指 標

指　 　 標
現状値

（ Ｒ３）

目標値

（ Ｒ９）

― １００．０％

共生型の相談窓口で受け止めた

相談が，支援につながった割合

（ 令和５ 年度から 開始）

複雑化・ 複合化複雑化・ 複合化

※８　 伴走型支援： つながり 続けることを目指すアプローチ
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基本施策（ １ ）　 多様な福祉サービスの充実

　 誰も が健康で自立し て，安心し た地域生活を送ること ができるよう ，市民の状況やニーズ

に応じ た，有益な情報の提供や就業機会の確保，分野を横断し た包括的な相談支援などの

福祉サービスの充実を図ります。

　 本市の多様な福祉サービスについて，年齢や属性に関わらず誰も が理解できるよう ，ま

た，支援を必要と する市民が，適宜，適切にサービスを利用すること ができるよう ，様々な媒

体を活用し た誰も がわかり やすい情報提供の充実に取り 組みます。

１  施策の展開

施策①　 情報提供の充実

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

保健福祉サービスを適切に利用すること ができるよう ，保健福祉分野のサービスや知っ

て役に立つ情報などを周知するため，市職員が直接地域に出向いて，内容をわかり やす

く 説明する出前保健福祉講座を実施します。

１０

出前福祉保健講座の充実(再掲） 保健福祉総務課

ユニバーサルデザイン文書マニュアルを活用し ，市民にわかり やすい文書の作成に努め

るほか，広報紙の点字・ 音声版作成や，ホームページの音声読み上げに配慮し た作成など

により ，障がい者や高齢者にわかり やすい行政情報の提供を推進します。

４５

広報手段や公共掲示物のバリアフリ ーの推進
保健福祉総務課

広報広聴課

★
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　 誰も が，身近な地域で，生活や健康上の心配ごとや困り ごと などを気軽に相談でき，適切

な助言・ 指導を受けられるほか，複合的な課題にも対応できるよう ，各種相談窓口の連携強

化と 機能強化に取り 組みます。

施策②　 保健と 福祉に関する 相談機能の充実

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

保健や福祉に関するサービスや制度，健康づく り 事業，子育て支援情報等について冊子やパ

ンフレット などを作成・ 配布し ，広く 市民への情報提供を行います。

４６

各種福祉サービスのし おり 作成・ 配布

高齢福祉課

障がい福祉課

健康増進課

子ども未来課

聴覚障がい者や知的障がい者などが円滑な情報取得・ 意思疎通ができるよう ，各窓口に設置

予定のタブレット に「 音声文字変換アプリ 」を導入します。

４７
障がい者などの円滑な情報取得・ 意思疎通支援 経営管理課

新規

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

高齢者，子ども，障がい者，生活困窮者，外国人など，世代や属性，相談内容等に関わらず相談

を受け止め，必要な支援に繋ぐこと ができるよう ，本庁及び４か所の地区市民センター（ 平石，

富屋，姿川，河内）の保健と 福祉の相談窓口に加え，市内２５か所の地域包括支援センターに共

生型の窓口を設置します。

包括的相談支援事業（ 保健と 福祉の相談窓口・ 地域包括支援センタ ー） 保健福祉総務課

★

４８

新規

重層

市民が気軽に生活に関する総合的な相談をできるよう ，市社会福祉協議会「 心配ごと・ 悩みご

と 相談センター」の機能を充実し ，利用促進を図ります。また，市民の幅広いニーズに応えられ

るよう ，関係団体と 連携し ，専門相談員による特別相談を実施し ，内容の充実を図ります。

心配ごと・ 悩みごと 相談センターの利用促進 市社会福祉協議会

４９

重層

複合的な課題を抱える生活困窮者が自立した生活を営めるよう ，状態に応じ た包括的かつ継

続的な相談支援を実施し ，困窮状態からの早期脱却を図ります。

生活困窮者自立相談支援事業の充実 生活福祉第２課
５０

重層
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　 良質で適切なサービスの提供により，利用者が安心して福祉サービスを利用できるよう ，民間

活力を生かしながら事業の推進に取り組むとともに，福祉事業者への指導体制を整備します。

施策③　 福祉サービ スの質の向上

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

福祉施設において，適切な運営の確保と 業務運営水準の向上を図ることによって利用者が良

質で適切な福祉サービスを受けること ができるよう ，関係機関・ 関係各課と の連携強化を図

り ，実効性の高い指導・ 監督を行います。

福祉施設における指導・ 監督の充実 保健福祉総務課

★

５４

放課後における児童の健全育成を図るため，地域，学校等と 連携し て児童の安全安心な居場

所を設け，体験活動や交流活動，学習支援などを行い，参加児童が様々な体験を通し て学び

ながらコミュニケーショ ン能力などの「 生きるために必要な力」を身につけ，子どもたちが地域

社会の中で心豊かに育まれる環境づく りを推進します。

宮っ子ステーショ ン事業の推進 生涯学習課

５５

相談支援体制を強化し ，支援を要する妊産婦や子ども等を早期かつ確実に把握するとともに，適切な支

援を届けるため，子育て世代包括支援センタ ー（ 母子保健）と 子ども 家庭総合支援拠点（ 児童福祉）の

機能を一体化し た「 こども 家庭センタ ー」を設置し ，妊婦や子育て世帯の個人の状況等に応じ たサポー

ト プランの作成やアウト リーチ（ ※９）による訪問支援等，切れ目ない支援の更なる充実を図ります。

こども家庭センターの設置 子ども家庭課

★

５１

新規

重層

市が提供する福祉サービス等に関し ，利用者の満足度を高めるとともに，利用者個人の権利を擁護

し ながら，社会性や客観性を保護し ，苦情に対する適切な対応と 円満な解決を図るため，苦情受付

窓口の設置や第三者委員による受付・ 助言などの苦情相談・ 解決システムを適切に運用します。

市福祉サービスの苦情相談・ 解決システムの適切な運用 保健福祉総務課

５３

「 ひきこもり 」などの複雑化・ 複合化し た問題を抱えることで必要な支援が届いていない，また

は，必要な支援を求められない個人や世帯に適切な支援が届く よう ，アウトリーチ等による継

続した支援を実施し ，多機関協働事業に繋ぎます。

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 保健福祉総務課

★

５２

新規

重層

※９　 アウト リーチ： 援助が必要であるにもかかわらず，自発的に申し 出をしない人々に対し て，訪問等により 積極的に働きかけて支援の

実現を目指すこと
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　 誰も が住み慣れた地域において，支え合いながら 安心し て暮らし 続けること ができるよ

う ，必要な公的サービスと ，医療，介護，福祉サービス，ボランティ ア活動をはじ めとするイン

フォーマルサービス（ ※１０）等の様々な地域資源が有機的に連携し ，個人や世帯が抱える複

雑化・ 複合化し た問題に対応できる体制づく りに取り 組みます。

施策④　 福祉ネット ワーク の強化

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

地域共生社会の構築に向け，個人や世帯が抱える複雑化・ 複合化し た問題に適切に対応

できるよう ，問題を解きほぐし ，関係機関等の役割などを盛り 込んだ支援プラ ンを作成

し ，多機関協働による支援を提供します。

多機関協働事業 保健福祉総務課

★

５６

新規

重層

ヤングケアラ ーの早期把握に努めるとと も に，ヤングケアラ ーの疑いのある子ども から

相談を受けた場合には，アセスメ ント シート の活用等により ，必要に応じ て，医療機関等の

社会資源や福祉サービスと 家庭をつなぐ など，個々の家庭環境に応じ た支援を行いま

す。また，ヤングケアラーに対する理解促進を図るなど，社会的認知度向上のための取組

を推進します。

ヤングケアラー（ ※１１）対策の推進 子ども 家庭課

★

５７

新規

重層

※１０　 インフォーマルサービス： 法律や制度等に基づかないサービスで，家族や親戚，近所，ボランティ ア団体，ＮＰＯ 法人等が行う サービ

スのこと

※１１　 ヤングケアラー： 本来大人が担う と想定さ れている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども
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Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

児童生徒やその家庭が抱える課題やニーズなどに応じ たきめ細かな支援を実施するた

め，学校と 警察，児童相談所，ＰＴＡ 連合会，民生委員児童委員協議会等が参加する，いじ

め等問題行動対策連絡会の開催などにより ，学校と 地域・ 関係機関等の連携体制を強化

するとと もに，スクールソ ーシャルワーカー（ ※１２ ）が家庭・ 学校・ 福祉等関係機関を繋ぐ

など，学校の支援を行います。

学校・ 地域・ 関係機関等の連携強化 学校教育課

５８

新規

重層

学校や社会と つながり がも てずに家庭で多く の時間を過ごし ている不登校児童生徒等

が，教育から 取り 残さ れてしまう こと がないよう ，「 学びの機会」を保障し ，将来の社会的

自立を可能と する仕組みを構築します。

不登校児童生徒の個々の状況に応じ た支援の充実 教育センタ ー

★

５９

新規

重層

不安や困難を抱える女性の潜在化が懸念さ れる中，支援が十分に行き届いていない女性

に対し ，相談支援を行う ため，身近な地域で活動するＮＰＯ 等と 連携し たきめ細かな支援

など相談体制の強化を図ります。

つながり サポート 女性支援事業 男女共同参画課

★

６０

新規

重層

障がい者の自立支援，就労及び権利擁護等に係る支援体制に関する課題について，関係

機関が相互に情報を共有し ，連携を図り ，障がい者への支援体制の整備を図ります。

障がい者自立支援協議会の運営 障がい福祉課

６１

重度な要介護状態になっても 住み慣れた地域で自分らし い暮らし を最期まで続けること

ができるよう ，医療機関や介護サービス事業者などの関係者間の連携を推進し ，在宅医

療と 介護サービスを一体的に提供する体制を推進します。

在宅医療・ 介護連携の推進 高齢福祉課

６２

※１２　 スクールソーシャルワーカー： 虐待や貧困といった複雑な家庭環境などが児童生徒の問題行動等の背景・ 要因となっており ，学校

だけでは問題解決が困難な事案に対して，学校と家庭・ 福祉等関係機関を繋ぎ，問題の解決に当たることができるよう 支援するもの
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　 社会を構成する一員とし て，市民の自立や社会参加を促進するため，就労の場や職業訓

練の機会を提供し ，就業支援の充実を図ります。

施策⑤　 就業機会の確保

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

市民の理解の促進，関係機関・ 団体と の連携強化，人材の育成・ 確保などを実施し ，自殺を防

止するとともに，市民のこころの健康を保持するため，自殺予防・ こころの健康づく り 対策を推

進します。

自殺予防・ こころの健康づく り 対策 保健予防課

６３

医療・ 健康福祉現場のニーズと 市内中小企業の技術を結びつけ，医療・ 健康福祉サービスの

向上と 本市産業の活性化を図ります。

医療・ 健康福祉分野と 産業界との連携促進 産業政策課

６４

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

働く こと ができる状況にある生活困窮者等に対する「 就労支援プログラム」の充実を図り ，就

労による自立を支援します。

生活困窮者等への就労支援事業の充実 生活福祉第２課

６５

高齢社会に対応する生きがい対策の一環とし て，６０歳以上を対象に，技術・ 能力・ 経験を活か

した働く 場を提供するシルバー人材センターの支援を行います。

高齢者に対する就業支援 高齢福祉課

６６

ひとり 親家庭等の親が経済的に自立し ，安定し た生活を送ること ができるよう ，関係機関と 連

携し ，個々の状況に応じ ，総合的な就業支援や生活自立支援を推進します。

ひとり 親家庭等への支援の充実 子ども家庭課

６８

障がい者の経済的自立に向け，就職ガイダンスや一般就労体験などの就労支援策のほか，多

様な福祉の場が確保できるよう 農業など様々な分野と 連携し ，障がい者の就労の場の拡大を

図ります。

障がい者の就労支援の充実 障がい福祉課

★６７
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基本施策（ ２ ）　 権利擁護支援の充実

　 判断能力に不安のある方や社会的に弱い立場の方などが，日常生活において，権利を行

使する支援を受けたり ，権利侵害による不利益を被ること がないよう ，関係機関・ 地域・ 行政

が連携し ，見守り 体制の構築や相談支援体制の強化に努め，適切な対応を図ります。

　 権利擁護の支援を必要とする人が，安心し て制度を利用すること ができるよう ，利用支援

の充実や支援者の育成，後見人の確保等に取り 組みます。

１  施策の展開

施策①　 権利擁護の相談・ 支援の推進

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

市は，成年後見審判請求市長申立を迅速に実施するとと もに，申立に要する経費や成年

後見人等の報酬を確保すること により ，「 成年後見制度利用支援事業」の効果的な運用を

行います。

「 成年後見制度利用支援事業」の効果的な運用

高齢福祉課

障がい福祉課

保健予防課

★
６９

新規
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市は，公証役場や相談機関などと 連携し ，適切な時期に任意後見監督人が選任さ れるこ

とを促進します。

任意後見制度の利用開始の支援

高齢福祉課

障がい福祉課

保健予防課７０

新規

市は，支援者の制度理解の向上のため，研修等により スキルアッ プを図ります。具体的に

は，地域包括支援センタ ー職員や障がい者生活支援センタ ー職員，ケアマネジャー，相談

支援専門員，医療従事者などの支援者や専門職に対し て，定期的な研修の機会を提供し

ます。

支援者の育成

高齢福祉課

障がい福祉課

保健予防課

７１

新規

市は，研修の実施等を通じ ，市民後見人（ ※１３）や法人後見人（ ※１４）等の担い手を確保

します。具体的には，後見人等と なること に関心がある市民に対し ，後見人等とし ての心

構えや必要な知識等を習得するための市民後見人養成講座を実施します。

成年後見人等の人材の確保

高齢福祉課

障がい福祉課

保健予防課
７２

新規

市は，判断能力が十分ではない希望者が適時に利用できるよう ，「 日常生活自立支援事

業」の利用促進を図るとともに，適切な支援・ 実施体制の整備に努めます。

「 日常生活自立支援事業（ あすてらす）」の利用推進・ 効果的な

実施体制の整備

高齢福祉課

保健福祉総務課

障がい福祉課

保健予防課
７３

新規

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

※１３　 市民後見人： 弁護士や司法書士，社会福祉士などの資格をもたず，市町村等の支援を受けて活動する，親族以外の市民による成

年後見人等

※１４　 法人後見人： 社会福祉法人や社団法人，N PO 法人などの法人が成年後見人等になり ，法人の職員が成年後見制度に基づく 後見

事務を担当すること



　 成年後見制度の利用促進のため，権利擁護支援の「 地域連携ネット ワーク」の中核と なる

機関を設置し ，これをコーディ ネート するとともに，専門的助言，制度の周知啓発活動等に取

り 組みます。

施策②　 中核的な 役割を 担う 機関による 権利擁護の推進

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

市は，成年後見制度利用促進法第１４条第１項の規定に基づき，専門的な権利擁護支援の相談

に対応する中核的な役割を担う 機関（ 以下，「 中核機関」という 。）について，令和５年度中の設

置を目指します。

中核機関は，地域連携ネット ワークをコーディ ネートし ，広報，相談支援，利用促進，後見人支援

の機能を担う ものです。業務は広報・ 相談支援を基本に，段階的に拡張していきます。

中核機関の設置・ 運営

高齢福祉課

障がい福祉課

保健予防課

★

７４

新規

重層

中核機関は，市民への相談支援のほか，権利擁護支援における困難ケースに対応するため，

事例検討や専門職によるアド バイスを通じ ，既存の相談機関をバックアッ プします。具体的に

は，権利擁護支援が必要と 思われる人の相談や関係者からの相談に対応するため，地域包括

支援センターや障がい者生活支援センタ ーなどの１次相談機関に専門的助言を行う など，連

携して解決に当たります。

相談機関への専門的助言

高齢福祉課

障がい福祉課

保健予防課

７５

新規

中核機関は，日常生活自立支援事業等の関連制度と 連携し ，成年後見制度の利用が適する

ケースについては，円滑な移行に繋げます。

日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行

高齢福祉課

障がい福祉課

保健予防課７６

新規

中核機関は，制度を正しく 理解し ，必要な人が必要な制度を活用できるよう ，権利擁護などに

関するパンフレット 等を作成し ，市民等へ配布するほか，市民及び関係者向け講演会・ 研修会

の実施を通して，市民や本人を取り 巻く 支援者に対して啓発を行います。

広報・ 啓発活動の推進

高齢福祉課

障がい福祉課

保健予防課７７

新規

9 1
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　 権利擁護の支援を必要と する人が，尊厳のある本人らし い生活を継続すること ができる

よう 司法・ 福祉・ 行政等の関係機関の連携による一体的な支援に向けたネット ワーク体制の

構築と ，「 チーム」による支援に取り 組みます。

施策③　 地域連携ネット ワーク の構築

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

市は，地域の人が支援を 必要とし ている人に気づく こと で支援に繋げ，相談を 受けた

機関は，関係機関と 連携し て本人の課題の解決が図れるよう ，司法・ 福祉・ 行政等の

関係機関による権利擁護支援における地域連携ネット ワークを 構築し ，その推進のた

めの協議会を設置し ，中核機関とと も に運営し ます。

関係機関の協働による地域連携ネット ワークの構築

高齢福祉課

保健福祉総務課

障がい福祉課

保健予防課

★

７８

新規

重層

後見活動に当たっては，法的な権限を 持つ後見人と ，本人に身近な親族，福祉・ 医療・

地域等の関係者がチームと なっ て日常的に本人を 見守り ，本人の状況を 継続的に把

握し ，適切な対応に繋がるよう に努めます。

成年後見人等を含めた「 チーム」による見守り 等の推進

高齢福祉課

保健福祉総務課

障がい福祉課

保健予防課
７９

新規

重層



８０

生活保護世帯を含む生活困窮世帯の中学生に対し て，個々の学力に応じ た学習指導等を

行い学習意欲や学力の向上を図ることにより ，中学生の高校等への進学を促進します。ま

た，高校等進学後も 安心し て学習すること ができる環境をつく ることにより ，卒業後は自立

した生活が送れるよう ，中退防止に向けた支援を行います。

生活困窮世帯等への学習支援 生活福祉第２課

9 3
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５７

新規

　 子ども が安心し て学び，学校や人，地域と のつながりをもちながら，将来，自立し た社会生

活を送ること ができるよう ，学習支援や相談等に取り 組みます。

施策④　 子ども の自主的・ 自立的な活動に向けた支援

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

ヤングケアラーの早期把握に努めるとともに，ヤングケアラーの疑いのある子どもから相

談を受けた場合には，アセスメ ント シート の活用等により ，必要に応じ て，医療機関等の社

会資源や福祉サービスと 家庭をつなぐなど，個々の家庭環境に応じた支援を行います。

また，ヤングケアラーに対する理解促進を図るなど，社会的認知度向上のための取組を推

進します。

ヤングケアラー対策の推進（ 再掲） 子ども 家庭課

☆

５９

新規

学校や社会とつながり が持てずに家庭で多く の時間を過ごしている不登校児童生徒等が，

教育から取り 残さ れてしまう こと がないよう ，「 学びの機会」を保障し ，将来の社会的自立を

可能とする仕組みを構築します。

不登校児童生徒の個々の状況に応じ た支援の充実（ 再掲） 教育センタ ー

☆



８１

新規

　 犯罪を犯し た人等が円滑に社会復帰できるよう ，市民の理解促進を図るとともに，安定し

た地域生活を送れるよう ，支援を必要と する人に，保健医療，福祉，就労などの支援を包括

的に行います。

施策⑤　 更生に向けた支援の充実

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

犯罪や非行の防止と ，犯罪をした者等の社会復帰について理解を深めるため，イベント の開催

や広報・ 啓発活動を行い，地域の理解促進に取り 組みます。

社会を明るく する運動 保健福祉総務課

★

８２

新規 犯罪をした者等が安定して地域生活を送ること ができるよう ，就労支援や保健医療・ 福祉支援

などの様々な分野の支援を包括的に実施するとともに，各種事業の充実を図ります。

更生保護に係る自立支援関連事業の充実 保健福祉総務課

施策体系と 取組第4 章

9 4

８３

　 高齢者や障がい者，子どもなどへの虐待やＤＶを早期に発見し ，迅速かつ適切に対応する

ため，関係機関や地域と 連携し ，相談体制の強化を図るとともに，未然防止に向けた周知啓

発に取り 組みます。

施策⑥　 虐待防止対策の推進

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

虐待・ ＤＶ の防止のため，関係機関・ 地域と 連携し ，見守り 体制の構築や相談体制の強化を図

るとともに，福祉施設に対する巡回支援指導や市民に対する周知啓発を実施し ，虐待・ ＤＶ の

未然防止や早期発見に向けた支援の充実を図ります。

虐待・ ＤＶ 防止対策の強化

男女共同参画課

高齢福祉課

保健福祉総務課

障がい福祉課

子ども未来課

子ども家庭課
★
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基本施策（ ３ ）　 快適な生活基盤の計画的な整備

　 誰も が快適な生活を送れるよう ，地域の特性や周辺環境，ニーズや優先性を十分に考慮

し ながら，市民にとって快適な生活環境の整備を計画的に推進します。

　 高齢者や障がい者をはじ めと するすべての市民が，行きたい所へ気軽に行く こと ができ

るよう ，移動環境の充実を図るとと もに，日常生活が過ごし やすく なるよう ，生活空間の利

便性の向上を図ります。

１  施策の展開

施策①　 身近な 移動環境や生活利便性の向上

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

８４
子ども や高齢者，障がい者など，誰も が移動し やすい交通環境を創出するため，東西基幹

公共交通ＬＲＴ の整備や幹線・ 支線からなるバスネット ワークの再編，郊外部における地域内

交通の拡充，市街地部における生活交通の確保に向けた取組を進めるとともに，運賃負担

軽減策の充実など，公共交通の利用環境の向上に取り 組みます。

誰も が利用し やすい公共交通ネット ワークの構築 交通政策課

★

８５

新規

重層

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給促進や家賃補助等の経済的支援，居

住支援協議会の設置など，ハード・ ソフト 両面から居住支援に取り 組みます。

民間賃貸住宅の空き家を活用した新たな住宅セーフティ ネット の構築 住宅政策課

★
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Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

　 安全・ 安心で子ども から 高齢者，障がい者，外国人など，世代や属性に関わらず，地域の

誰も が自然と 交流すること ができる空間づく りを推進します。

施策②　 地域交流の場と なる 空間づく り

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

街なかの魅力や価値の向上を図るため，安全・ 安心で，人中心の居心地が良く 歩きたく なる，ゆ

とりある都市空間へと転換するウォーカブルなまちづく り（ ※１５）を推進します。

人中心の居心地が良い空間づく り ＮＣＣ推進課

８７

中心部の都市拠点や身近な地域拠点等において，医療・ 介護・ 福祉，子育て支援，買い物などの

様々な都市のサービスを受けやすく し ，生活の質の向上を図るため，医療や介護，住まい，生活

支援・ 介護予防サービス等が身近な場所で一体的に提供され，高齢者等が住み慣れた地域で安

心して暮らし 続けること ができる「 地域包括ケアシステム」の深化・ 推進に向けた取組との連携

を図りながら，居住や都市の生活を支えるまちの機能の誘導・ 充実を図ります。

都市拠点・ 地域拠点等への居住や生活利便施設の集積促進 ＮＣＣ推進課

高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けること ができる良好な

居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等を登録すること などにより ，高齢者の居住の

安定確保を図ります。

高齢者向け賃貸住宅供給の推進

住宅政策課

高齢福祉課

保健福祉総務課

８６

８８

新規

地域のコミュニティ 活動や，子どもの健全な育成，心身の健康増進などに寄与する公園施設を

整備することにより，地域交流を育む公園づく りを推進します。

地域交流を育む都市公園づく り 公園管理課
８９

新規

※１5　 ウォーカブルなまちづく り： 街なかを，安全・ 安心で，人中心の居心地が良く 歩きたく なる，ゆとりある都市空間へと転換することで，

まちの価値の向上やエリア全体への波及効果にもつながるまちづく り（ 都心部まちづく りビジョ ン（ 令和4年2月策定）より ）
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　 市有施設や公共交通機関などのバリアフリーについて，利用状況，施設耐用年数，改修計

画の有無などを考慮し ，優先化を図り ながら整備を進めます。また，民間の公共的施設や一

般住宅のバリアフリー化の促進を図ります。

施策③　 公共的施設等のバリ アフリ ーの推進

取組内容

Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

高齢者，障がい者及び児童など全ての市民が安全で安心し た生活を送ること ができるよ

う ，住戸内（ ２箇所以上の手すり の設置又は屋内の段差の解消等）のバリアフリー改善およ

び，共用部（ 共用階段，共用廊下等）のバリアフリー改善を推進します。

市営住宅のバリ アフリーの推進 住宅政策課

高齢者，障がい者をはじ めと するすべての市民が，居住する住宅を 安全かつ円滑に使

用できるよう 配慮し ，構造に関する必要な整備を 行えるよう ，住宅改修費用等の一部

補助を実施し ます。

一般住宅のバリアフリーの推進

住宅政策課

高齢福祉課

障がい福祉課

９１

９０

高齢者や障がい者をはじ めとするすべての市民が，市有施設を安全かつ円滑に利用できる

よう エレベーター設置等の設備の整備を行います。

市有施設のバリ アフリーの推進 保健福祉総務課

９２
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Ｎｏ

取組名 所管

取組内容

★（ 再掲は☆）…重点取組

高齢者，障がい者をはじ めとする多く の市民が利用する民間の公共的施設のバリアフリー

化を促進するため，事業者等に対し ，バリ アフリー化への一層の周知を図るほか，傾斜路，

手すり ，エレベーター，便所の改修費の一部を補助し ，福祉のまちづく りを推進します。

公共的施設のバリアフリ ーの推進 保健福祉総務課

９３ ★

障がい者や高齢者をはじ め，誰もが安心かつ快適に移動できる「 人にやさし い交通環境」の

形成を図るため，バリアフリー性に優れたＬＲＴ の整備に取り 組むとともに，交通事業者によ

るノ ンステップバス及びユニバーサルデザインタクシーの導入に対する支援を行います。

ＬＲＴ やバスなど公共交通機関のバリ アフリ ーの推進 交通政策課

９５ ★

高齢者，障がい者及び児童など全ての市民が安全で安心し て利用し やすい公園と する

ため，バリ アフリ ー化未整備公園を対象とし ，出入口，園路，水飲み器等を計画的に整備

します。

公園のバリアフリ ーの推進 公園管理課

９６

県の「 おも いやり 駐車スペースつぎつぎ事業」と 連携し ，障がい者用駐車スペースの利

用対象者を分かり やすく 表示し た本市独自の案内標識を作成し て全市有施設の障がい

者用駐車スペースに配置すること により ，内部障がい者など外見からは分かり にく い障

がいのある人をはじ め，高齢者やけが人，妊産婦など徒歩での移動に配慮が必要な人

も ，いつでも 安心し て駐車できるよう 駐車スペースを確保するとと も に，適正利用の促

進を図ります。

障がい者用駐車スペースの適正利用の促進 保健福祉総務課

９７

子ども から高齢者，障がい者まで誰も が安全・ 安心に通行できる歩行空間創出のため，公

共施設や福祉施設の周辺道路を優先に点字ブロックや歩道の整備及び修繕を行います。

道路のバリアフリ ーの推進 道路保全課

９４
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定量的指標

Ｎｏ４８

２  評価指標

基本施策（ １）　 多様な福祉サービスの充実

重点取組名 指標
現状値

２０２１年度

目標値

２０２７年度

― ２９，３２０件

包括的相談支援事業

（ 保健と 福祉の相談窓

口・ 地域包括支援セン

ター）

保健と 福祉の相談窓口・ 地域

包括支援セン タ ーにおける 相

談件数

Ｎｏ５９ ７４．１％ １００．０％

不 登 校 児 童 生 徒 の

個々の状況に応じ た支

援の充実

不登校児童生徒のう ち ，「 学び

の機会」を保障し ，将来の「 社会

的自立」に 向けた 支援に つな

がった児童生徒の割合

Ｎｏ５２ ― ２００件
アウト リ ーチ等を 通じ

た継続的支援事業

アウト リ ーチ等の実施件数

Ｎｏ５５ １２，９０４人 １８，７８０人
宮っ 子ステーショ ン 事

業の推進

放課後子ども 教室に係る 延べ

地域活動者数（ 年間）

Ｎｏ６０ ５６団体 ９０団体

つながり サポート 女性

支援事業

つな がり サポート 女性支援事

業に お い て 連携し たＮＰ Ｏ 等

の数

Ｎｏ５６ ― ６７５件多機関協働事業 多機関協働事業調整件数
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Ｎｏ６９

基本施策（ ２）　 権利擁護支援の充実

重点取組名 指標
現状値

２０２１年度

目標値

２０２７年度

２００件 ４００件

「 成 年 後 見 制 度 利 用

支援事業」の効果的な

運用

相談件数

Ｎｏ８４

基本施策（ ３）　 快適な生活基盤の計画的な整備

重点取組名 指標
現状値

２０２１年度

目標値

２０２７年度

９０．７％ ９８．７％

誰も が利用し やすい

公共交通ネット ワーク

の構築

公共交通カ バー率

Ｎｏ９５ ６１．３％ ７４．８％

ＬＲＴ やバス な ど 公共

交通機関のバリ ア フ

リ ーの推進

ノ ンステッ プ バスの導入率

Ｎｏ５９ ７４．１％ １００．０％

不 登 校 児 童 生 徒 の

個々の状況に 応じ た

支援の充実（ 再掲）

不登校児童生徒のう ち ，「 学び

の機会」を保障し ，将来の「 社会

的自立」に 向けた 支援に つな

がった児童生徒の割合

Ｎｏ７４ ― ６５.０％中核機関の設置・ 運営 市民の成年後見制度の認知度
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定性的指標

基本施策（ １）　 多様な福祉サービスの充実

Ｎｏ４５ 広報手段や公共掲示物のバリアフリ ーの推進

Ｎｏ５１ こども家庭センターの設置

Ｎｏ５７ ヤングケアラー対策の推進

Ｎｏ６７ 障がい者の就労支援の充実

基本施策（ ２）　 権利擁護支援の充実

Ｎｏ７８ 関係機関の協働による地域連携ネット ワークの構築

Ｎｏ５７ ヤングケアラー対策の推進（ 再掲）

基本施策（ ３）　 快適な生活基盤の計画的な整備

Ｎｏ８５ 民間賃貸住宅の空き家を活用し た新たな住宅セーフティ ネット の構築

Ｎｏ９３ 公共的施設のバリアフリーの推進

Ｎｏ８１ 社会を明るく する運動

Ｎｏ８３ 虐待・ ＤＶ 防止対策の強化
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３  期待さ れる 主な役割

♡ 緩やかな見守り 活動をこころがけ，気が付いたら相談窓口へつなぎます。

♡ 判断能力が不十分な人への支援制度を理解します。

♡ 複雑化・ 複合化し た課題を早期に発見し ，対応するため，関係機関等と の

　 協働による相談支援体制を整備します。

♡ 判断能力が不十分な人への適切な支援を行う ための体制を整備します。

♡ 年齢や属性に関わらず誰もが集い，交流すること ができる空間を整備します。

♡ 誰も が安心で快適に生活を送ること ができるよう ，利便性向上やバリアフ 　

　 リーを推進します。

♡ 地域活動を通じ て，地域課題を把握し ，地域や行政などの関係機関と 共

　 有します。

♡ 地域だけで解決が難し いときは，相談窓口や専門機関等と 連携し て解決

　 を図ります。

♡ 判断能力が不十分な人への支援制度を理解します。

♡（ 民間事業者等）事業を通じ て，地域の見守り 活動や支え合い活動に協

　 力します。

♡（ 民間事業者等）本市のバリアフリ ーの整備基準への適合するよう ，適合

　 状態の維持・ 保全やバリアフリー化に努めます。

♡ 個人や世帯が抱える複雑化・ 複合化した問題に対応するため，関係機関と

　 連携しながら，相談機能の充実を図ります。

♡ 権利擁護支援の推進と 成年後見制度の利用促進を図ります。

♡ 地域住民，ボランティ ア団体，ＮＰＯ ，行政機関，医療機関，教育機関など

　 多く の分野の関係者と 積極的に連携強化を図り ，支援を必要と する人を

　 サービスにつなげられるよう 協働します。

♡ 本市のバリ アフリ ーの整備基準への適合するよう ，適合状態の維持・ 保

　 全や，積極的なバリアフリー化に努めます。


